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就労継続支援 B型事業 

manaby CREATORS幕張本郷 重要事項説明書 

 

作成時点： 2025 年 4 月 1 日 

 

この「重要事項説明書」は、manaby CREATORS 幕張本郷（以下「当事業所」といいます。）と

利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第 76 条及び厚生労働省令、その他関係法令等

の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていた

だきたいことを事業者が説明するものです。 

なお、本書面において、関係法令等に基づき「サービス」という言葉を使用しますが、当事業所は、

「サービスする側」「される側」という区別なく、誰もがともに働く仲間という思いのもと活動して

います。 

  

1. サービスを提供する事業者 

事業者名称 DSセルリア株式会社 

代表者氏名 代表取締役 北村 直也 

本社所在地 

（連絡先） 

千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目 3番地 幕張テクノガーデン D棟 17階 

（電話番号：043-273-5024） 

法人設立年月 2015年 8月 1日 

 

2. サービスを提供する事業所の所在地等 

事業所の種類 指定就労継続支援 B型事業所 

事業所の名称 manaby CREATORS 幕張本郷 

事業所番号 就労継続支援 1210107106号（2025年 4月 1日指定） 

事業所の所在地 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 3 – 5 – 35 ベルハイム本郷台 1階 

連絡先 TEL: 043-307-9571 FAX: 043-307-9572 

管理者 髙橋 邦幸 

サービス管理責任者 鈴木 ひろみ 

サービスの実施地域 千葉市全域 ※その他の地域は応相談。 

主たる対象者 精神障害者、知的障害者、身体障害者、難病等対象者 

事業所が行う他の指

定障害福祉サービス 
なし 

利用定員 20名 

開設年月日 2025年 4月 1日 

 

3. サービスの目的・運営方針 

サービスの目的 

利用者が自立した日常生活または社会生活が営むことができるよう、 

就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供 

を通じて、その知識及び能力 の向上のために必要な訓練、その他の便 

宜を適切且つ効果的に行います。 

運営方針 
関係法令等を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細か

な就労継続支援 B型のサービスを提供します。 

 

4. サービスに係る施設・設備等の概要 

（1） 施設 

構 造 鉄筋コンクリート造/陸屋根/3階建 

床面積 79.00㎡ 

 

（2） 主な設備 

当事業所では、厚生労働省及び指定権者の定める指定基準を遵守し以上の施設・設備を設置してい

ます。 

設備名 部屋数 備考 

多目的室 1室  

相談室 1室  

洗面設備 2ヶ所  

トイレ 2ヶ所  
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5. サービス提供職員の設置状況等 

（1） 職員配置 

職種 員数 
常勤 非常勤 

常勤換算 備考 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者 1  1   1  

サービス 

管理責任者 
2 1   1 1.5  

職業指導員 2 2    2  

生活支援員 1    1 0.5  

        

当事業所では、厚生労働省及び指定権者の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供す

る職員として、上記の職種の職員を配置しています。職員の異動等による変更については、事業所内

に掲示する職員配置表にて、毎月最新の配置状況をお知らせします。 

※ 常勤換算とは・・・職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職

員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

 

（2） 各職種の勤務体制 

職種 勤務体系 

管理者 正規の勤務時間帯 （ 8：30～17：30 ） 

サービス管理責任者 正規の勤務時間帯 （ 8：30～17：30 ） 

職業指導員 正規の勤務時間帯 （ 8：30～17：30 ） 

生活支援員 正規の勤務時間帯 （ 8：30～17：30 ） 

 

（3） 営業日と営業時間 

営業日 

月曜日～金曜日 (祝日含む) 

（ただし、土曜日、日曜日、12 月 30 日から翌年 1 月 3 日までを除く。施設

での行事等がある場合は、上記以外の営業日及び営業時間についても営業を

行なうことがある。また、職員研修等のためお休みすることもある。） 

営業時間 8：30～17：30 

サービス提供日 
月曜日～金曜日 (祝日含む) 

（ただし、土曜日、日曜日、12月 30日から翌年 1月 3日までを除く。） 

サービス提供時間 10：00～15：00 

 

 

6. サービス提供の内容 

＜サービスの概要＞ 

全てのサービスは、個別支援計画に基づいて行われます。個別支援計画は、当事業所のサービス管

理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。なお、個別支援計画の写しは利用者に交付いたし

ます。 

 

（1） 訓練等給付費対象サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 

相談及び支援 
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な

相談、助言、支援等を行います。 

訓練 

一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行います。またその

他の便宜を適切かつ効果的に行います。 

※障害や疾病により通所が困難かつ在宅訓練が妥当と判断された場合には在宅

訓練も行います。 
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生産活動 

生産活動の機会を提供します。 

Web サイトに掲載するコンテンツ作成、Web サイト運営及びコンテンツ作成に

付随する作業（Web サイトに掲載するコンテンツに関する題材の検討、取材、

コンテンツ化する作品の創作活動、コンテンツ作成のための PC訓練） 

自社製品作製（日用雑貨、事務用品、その他） 

委託業務（事務作業、ライティング作業、軽作業等） 

他販売実習等 

＜工賃の支払＞ 

上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を

工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。 

実習及び求職 活

動等の支援 

公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と連携を取りな

がら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行いま

す。 

施設外支援 

就労能力や工賃の向上及び一般就労への移行に資する訓練を事業所外で行う場

合、年間１８０日を限度として行います。※施設外支援には在宅支援も含まれ

ます。 

訪問支援 

常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、５日以上連

続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月２回を限度

として同意の上で支援を行います。 

健康管理 
医療機関との連絡調整および協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支

援を行います。 

 

（2） 訓練等給付費対象外サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 金額 

日常生活上必要

となる諸経費 

利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、

負担して頂くことが適当であるものに関わる費用をいただきま

す。 

➀日用品費 ②保健衛生費 ③教養娯楽費 

実費 

社会生活上の便

宜の供与等 

日常生活に必要な行政機関等への手続き等について、利用者ま

たは家族が行うことが困難な場合、利用者の同意を得て代行し

ます。 

無償 

ただし、手

続き等に必

要な費用は

実費 

その他 

・サービス提供記録等の複写代 

・証明書諸書類の発行代 

・その他 

実費 

 

 

7. 利用料金 

（1） 訓練等給付費対象サービス内容の料金 

訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める額）の

うち 9割が訓練等給付費の給付対象となります。別紙サービス料金表をご確認ください。 

事業者が訓練等給付費等の給付を市町村から直接受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分

として、サービス利用料金全体の 1 割の額を事業者にお支払いただきます。（定率負担または利用

者負担額といいます。） 

なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障

害福祉サービス受給者証をご確認ください。 

事業者が訓練等給付費等の給付を代理受領した場合は、その内容を通知書にて知らせることとし

ます。 

 

（2） 訓練等給付費対象外サービス内容の料金 

 上記「６．サービス提供の内容（２）訓練等給付費対象外サービス内容」の項目をご参照くださ

い。 

 

（3） 利用料金のお支払い方法 

前記（１）（２）の料金は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌々月末日までに銀行振り
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込みにてお支払いください。 

（銀行名） みずほ銀行 船橋支店  普通 １４５８７８４      

（名 義） DSセルリア株式会社 

 

8. 利用者情報の記録及び情報管理等 

（1） 当社は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその

内容を開示します。また、記録及び情報については、利用契約の終了後、サービス提供に係

る給付費等を受領した後、5年間保管します。なお、閲覧、複写ができる窓口業務時間は、 

9：００～１６：００です。 

（2） 利用者の個人情報については、個人情報保護法に沿った対応を行います。但し、サービス提

供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係機関に情報提供を要請

された場合は、利用者からの個人情報取扱同意書に基づき情報提供を行います。 

 

9. 緊急時の対応 

利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに以下の医療機関等への連絡を行います。 

かかりつけ医療機関 

医療機関名： 

診 療 科： 

主 治 医： 

所 在 地： 

電話番号： 

緊急連絡先① 

住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

緊急連絡先② 

住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

 

10. 要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

（1） 要望・苦情等申立先 

当事業所 

ご利用相談窓口 

苦情受付担当者：髙橋 邦幸 

苦情解決責任者：管理者 髙橋 邦幸 

受付時間 ：9：00～16：00 

電話番号 ：043-307-9571 

FAX番号 ：043-307-9572 

※担当者が不在の場合は、事業所職員までお申し出ください。 

第三者委員 

受付担当者：特定社会保険労務士 大江広満 

所属：社会保険労務士法人めぐみ事務所 

TEL：022－781－8075 

携帯：090－6451－5119 

Mail：hiromitsu@megumi-jimusho.jp 

市区町村区市福祉保健センター

(千葉市障害福祉サービス課施設

支援班) 

住所：千葉市中央区千葉港 1番 1号 

受付時間：8：30～17：30 

電話番号：043-245-5174 

FAX番号：043-245-5630 

千葉県運営適正化委員会 

（愛称：福祉サービス利用者

サポートセンター） 

住所：千葉市中央区千葉港４－５ 千葉県社会福祉センター 

受付時間：10：00～12：00  /  13：00～16：00 

電話番号：043-246-0294 

FAX番号：043-246-0298 

 

（2） 虐待防止に関する相談窓口 

虐待防止に関する 

当事業所の相談窓口 

虐待防止窓口担当者：髙橋 邦幸 

虐待防止対応責任者：管理者 髙橋 邦幸 

受付時間：9：00～16：00 

電話番号：043-307-9571 
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FAX番号：043-307-9572 

千葉市障害者虐待防止センター 

（花見川保健福祉センター） 

住所：千葉市花見川区瑞穂 1-1 

受付時間：24時間受付 

電話番号：043-275-2943 

FAX番号：043-275-2943 

 

 

11. 協力医療機関 

医療機関の名称 山口内科外科クリニック 

医 院 長 名 山口 明  

所  在  地 千葉県千葉市中央区弁天１丁目２−３ ＫＭビル２Ｆ 

電 話 番 号 043-207-7781 

診  療  科 
内科、外科、呼吸器内科、

循環器内科 
入 院 設 備  なし 

 

12. 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

平時の訓練 
別途に定める、消防計画書に則り、年２回、避難・防災訓練を、利用者

の方も参加して実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機 有 / 無   ・誘 導 灯   有 / 無 

・ガス漏れ報知機 有 / 無   ・非常通報装置  有 / 無 

・消火器 1台 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：東京海上日動火災保険株式会社 

保険名：超ビジネスアシスト保険 

 

13. 第三者による評価の実施状況 

第三者評価実施の 

有無 
有 ・ 無 

※有の場合 

実施日  

評価機関の名称  

評価結果の開示 有 ・ 無 

 

14. 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。

これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくこ

とがあります。 

喫  煙 禁煙です。 

貴重品の管理 
貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管理

のできない場合は貴重品を施設に持ち込まないようお願いします。 

宗教活動・政治活動 

営利活動の禁止 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、

政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

[以下、本頁余白] 
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 以上、manaby CREATOR 幕張本郷の就労継続支援 B型事業のサービス提供及び利用の開始に 

際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

重要事項説明日：       年     月     日 

 

事業者及び代表者名： DSセルリア株式会社 代表取締役 北村 直也 

       事 業 所 名 ： manaby CREATORS幕張本郷 

説明者職名：   

説明者氏名：                         

 

私は、本書面に基づいて事業者から manaby CREATORS 幕張本郷の就労継続支援 B型事業の 

サービス提供及び利用について重要事項の説明を受け、同意しました。 

 

重要事項同意日：       年     月     日 

 

利用者： 

住 所：                                  

氏 名：                                  

利用者の 

代理人又は

立会人： 

住 所：                                  

氏 名：                                  

利用者の 

家族： 

住 所：                                  

氏 名：                   （続柄：         ） 

利用者の 

家族： 

住 所：                                  

氏 名：                   （続柄：         ） 
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別紙 重要事項説明書 サービス料金表 

サービス利用料金は、次表の通りです。 

給付内容 単位数 給付費 
1割 

負担 

基本部分 就労継続支援 B型サービス費（Ⅲ） 490 5,321円/回 
左記の 

1割 

加算

部分 

初期加算 

サービス利用の初期段階（開始から３

０日間）において、利用１日につき加

算されます。 

30 325円/回 
左記の 

1割 

欠席時対

応加算 

利用者が急病等により利用を中止した

場合に、連絡調整や相談支援を行った

場合に加算されます。月４回まで加算

されます。 

94 1,020円/回 
左記の 

1割 

訪問支援

特別加算 

継続して利用する利用者が連続して５

日間利用しなかったときに、職員が居

宅を訪問して相談支援を行った場合に

加算されます。月２回まで加算されま

す。 

1時間未満

187 

1時間以上

280 

1時間未満 

2,030円/回 

1時間以上 

3,040円/回 

左記の 

1割 

福祉専門

職員配置

等加算

（Ⅰ） 

職業指導員等のうち、勤務形態が常勤の

者で且つ定められた資格をもつ者が３

５%以上の場合、利用１日につき加算さ

れます。 

15 162円/回 
左記の

1割 

福祉専門

職員配置

等加算

（Ⅱ） 

職業指導員等のうち、勤務形態が常勤の

者で且つ定められた資格をもつ者が２

５%以上の場合、利用１日につき加算さ

れます。 

10 108円/回 
左記の

1割 

福祉専門

職員配置

等加算

（Ⅲ） 

職業指導員等のうち、勤務形態が常勤

の者が７５%以上、又は勤続年数が３

年以上のものが３０%以上の場合、利

用１日につき加算されます。 

6 65円/回 
左記の

1割 

就労移行

連携加算 

就労継続支援 B型を受けた後に就労移

行支援の支給決定を受けた場合、就労

移行支援事業者との連絡調整そのほか

の相談支援を行うとともに、支援の状

況を文書にて相談支援事業者に対して

提供した場合に加算されます。 

1,000 10,860円/回 
左記の

1割 

重度者支

援体制加

算（Ⅰ） 

障害基礎年金 1級の受給者が利用者の

50％以上である時に算定されます。 
56 608円/回 

左記の

１割 

重度者支

援体制加

算（Ⅱ） 

障害基礎年金 1級の受給者が利用者の

25％以上である時に算定されます。 
28 304円/回 

左記の

１割 
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目標工賃

達成指導

員配置加

算 

目標工賃達成指導員を常勤換算で 1人

以上配置し、手厚い人員体制をもって

目標工賃の達成に向けた取り組みを行

う場合に利用 1日につき加算されま

す。 

45 488円/回 
左記の

1割 

目標工賃

達成加算 

目標工賃達成指導員配置加算の対象と

なる事業所が、工賃向上計画に基づ

き、工賃が実際に向上した場合に算定

されます。 

10 108円/回 
左記の 

1割 

就労移行

支援体制

加算

(Ⅱ） 

 

就労継続支援Ｂ型を受けた後に就労

し、６月以上就労継続している方がい

る場合、定員規模に応じた所定単位数

に６月以上就労継続している方の数を

乗じた単位数を加算されます。（前年

度実績に応じて１年間加算） 

45 488円/回 
左記の

1割 

利用者負

担上限額

管理加算 

事業所が利用者負担額合計額の管理を

行った場合に加算されます。 
150 1,629円/回 

左記の

１割 

社会生活

支援特別

加算 

医療観察法対象者や刑務所出所者等の利

用者を支援する体制を整えた場合に算定

されます。 

480 5,212円/回 
左記の

１割 

地域協働

加算 

生産活動の一環として地元企業や自治

体、住民などと協働し、その取組みを

インターネットなどを通じて外部に公

表した場合に算定されます。 

30 325円/回 
左記の

１割 

福祉・介

護職員等

処遇改善

加算

（Ｉ） 

加算額に相当する福祉・介護職員の賃

⾦改善を⾏っている等の他、キャリア

パス要件の全て及び職場環境等要件を

満たす場合、利⽤１⽇につき加算され

ます。 

上記算定単位の

9.3% 

上記算定金額

の 9.3% 

左記の

1割 

※基本報酬は年 1回見直しを行います。変更があり次第お知らせします。各種加算は、スタッフの配

置や要件等、加算に該当するサービスを提供した際、随時算定させていただきます。 

以上 


